
事務所課長・出張所長経験者の再任用者
４月から専門職で４級採用約３０万円の増

 

２
月
２
７
日
に
各
地
方
整
備
局
で
内
示
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
フ
ル
タ
イ
ム
の

再
任
用
者
の
採
用
条
件
が
、
事
務
所
課
長
、

出
張
所
長
を
経
験
し
た
方
に
、
係
長
（
専
門

員
）か
ら
専
門
職
の
ポ
ス
ト
に
す
る
旨
の
話

（内
示
）が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

今
年
度
ま
で
は
、
副
所
長
以
上
の
ポ
ス
ト

だ
っ
た
方
が
、
４
級
の
ポ
ス
ト
だ
っ
た
よ
う
で

す
。

管
理
職
を
経
験
し
て
、
６
級
で
退
職
し

た
方
が
３
級
採
用
か
ら
、
４
級
採
用
と
な
る

よ
う
で
す
。

国土交通省管理職ユニオン

中 央 本 部（２０２６．３）

私たちの運動で、事務所課長、出張所長のポストを経験して６級で退職した方が４月から４級採
用となるようです。月２０，６００円のアップ、年間ボーナスも含めて約３０万円の増となります。

再任用に対する要求

今年の４月か
ら再任用３級
採用から４級
採用となるよう
です。

『６級定数増要求実現』

３級 ２６９，５００円
４級 ２９０，１００円

定年延長より、まだ少ないが、私たち
の声で処遇改善を進めよう！！

１２ヶ月＋（ボ）２．３６ヶ月＝１４．３６ヶ月

20,600円×１４．３６ヶ月＝約３０万円
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